
東高島駅北地区地区計画区域内における 

建築基準法第 68条の３第１項の規定に基づく認定基準の制定について 
 
１ 東高島駅北地区地区計画の概要                                

（位置） 

神奈川区神奈川一丁目、二丁目、千若町及び星野町 

の各一部 

・京浜急行本線京急東神奈川駅の南東約300ｍ。 

（地区計画の目標） 

・都心臨海部にふさわしい都市機能の再編・集約及び基 

盤整備を推進すること。 

・誰もが健康的に活動できる生活環境の実現、地域資源  

の利活用や賑わい空間の整備による交流機会の創出、 

防災や環境への配慮などを実現すること。 

・民間開発等を適切に誘導しつつ土地の合理的かつ健全 

な高度利用を図り、良好な複合市街地を形成すること。 

以上、再開発等促進区を定め、良好な民間開発等を誘導することを目標に定めています。 

 

２ 「再開発等促進区を定める地区計画」制度の概要                                 

 工場跡地等の低・未利用地の土地利用転換を円滑に推進するため、公共施設の整備と併せて、建築物

の用途、容積率、高さ等の制限を定めることにより、一体的、総合的なまちづくりを誘導する制度です。   

健全かつ合理的な高度利用を図るため、用途地域による制限を認定や許可により適用除外し、緩和す

る規定を定めることができます。 
  

３ 建築基準法第 68条の３第１項の規定による認定の概要                     

 再開発等促進区を定める地区計画では、建築基準法第 68条の３第１項に基づき、 

① 地区計画の内容に適合する建築物で、 

② 特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない 

として認定したものについては、建築基準法第 52 条（容積率制限）が適用除外となり、地区計画

で定められた容積率を最高限度とする計画が可能となります。 

 

  （東高島駅北地区の容積率制限） 

 容積率の最高限度 

用途地域 

（工業地域等） 
200％ 

地区計画地区 

(再開発等促進区) 

 

 

 

 

 

 

(通常の建築での容

積率) 法第 52条に

より、200％以下 

(法第 68条の３第１項に基づく認定を受けた建築物の容積率)法第 52

条が適用されず、区域により表のとおり可能 

 



４ 本地区における認定基準（案）の概要                             

 

  Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ－１地区、Ｃ―２地区又はＤ－２地区

 

・国内外から訪れた多くの人々の多様な活動や賑わい、 

 交流の機会を創出するとともに、誰もが生き生きと生 

活でき、働きやすい環境を実現するため、オープンス 

ペース、賑わい・交流機能、子育て支援機能、多言語 

に対応した環境の充実。 

・周辺住民等の地震による津波の避難施設として、津波 

 避難デッキを整備。 

・エネルギー効率の高い設備等、環境負荷の低減に効果 

 のある設備、素材等を積極的に活用することにより、 

環境に配慮した建築物。 

・緑化、植栽計画に関する配慮。

 

(2) 地区整備計画に適合することを規定します。 

 

２ 交通上、防火上、安全上及び衛生上支障がないと認める基準項目ごとに、下記のような基準を定め

ます。 

 

 

 

 


